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鳥取県子どもの読書活動推進ビジョン（第３次計画）案に対するパブリックコメント募集結果概要書 

平成２６年２月２５日 
家庭・地域教育課 

１ パブリックコメントの実施状況 

（１）期間：平成２５年１２月１９日（木）～平成２６年１月１４日（火） 
（２）いただいた意見の件数 ２８件（電子メール、ファクシミリによる） 
 
２ いただいた主な意見と対応方針案 

（１）ビジョン全体について 
意見 対応方針案 

今後、鳥取県が子どもの読書活動推進において注力す

べきは、担当者の力量向上、そのための研修充実と住民

（外部）への働きかけ強化。地域（大人）から読書に親

しんで環境を作っていくことが必要だと思う。 

 ご意見を踏まえ、「第３章 推進のた

めの具体的方策」の冒頭文を修正しま

す。 

平成２５年５月に閣議決定された「子どもの読書活動

の推進に関する基本的な計画」への言及がなされていな

い。これからの方向性を示す重要なものなので、ぜひ触

れていただきたい。 

ご意見を踏まえ、第１章「２ 子ども

の読書活動推進の背景」〈国の動向〉を

修正します。 

国の計画「第３章基本的方針」にある「知的活動の基

盤となる自主的な読書活動」という視点を強く打ち出し

てほしい。学力向上には読書活動が不可欠。その意味で

も、副題が「未来を担う子どもの心豊かな成長を目指し

て」となっているのは少し弱いと感じる。 

ご意見を踏まえ、「第３章 具体的方

策」の冒頭文を修正します。 
あわせて副題を「たくましく ゆたかに

いきるために」とします。 

 
（２）第１章 基本的な考え方について 

意見 対応方針案 
脚注に「本を読む」の意味が解説されているが、これ

では弱いと感じる。脚注の内容を本文に含めておくほう

が啓発としても有効だと考える。 

ご意見を踏まえ、本文に挿入します。 

読書活動に関わる大人が、情報通信機器の使い方を指

導していくものか？情報通信機器の安全で適切な使い

方を広めるのは専門家。子ども達を取り巻く環境の変化

は把握するにしても使い方まで踏み込む必要はないよ

うに思う。 

今後、電子書籍の普及も想定されるこ

とから、情報機器の使い方については、

子どもの読書活動に関わる方々も含め、

子どもの身近にいる大人が、それぞれ可

能な範囲で機器の使い方等について配

慮する必要があると考えます。 
＜鳥取県の動向＞として、子どもの読書活動推進のた

めに重ねてきた努力について記述してはどうか。例え

ば、平成９年からの全校一斉読書の普及活動や、司書教

諭全校配置に向けての有資格者の養成など。 

ご意見を踏まえ、県の取組を盛り込みま

す。 
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（３）第２章 第２次計画期間の成果と課題について 

意見 対応方針案 
アンケート結果から小学校高学年から読書離れが始

まる傾向が感じられるが、これについての言及が必要で

ある。 

第２章の「子どもが読書に親しむため

の機会の提供と充実」の中で、学年が上

がるにつれて読書離れの傾向があるこ

とを記載しています。引き続き、成長段

階に合わせて子どもが本を身近に感じ

られるような取組を進めていきます。 
「中高生に対して読書活動を促す取組を進めるとと

もに（略）保護者への理解を一層深めていく」とあるが、

中高生の読書活動推進と家庭読書の定着に向けた保護

者啓発は別項目としてきちんと記述するのがよい。 

ご意見を踏まえ、修正します。 

学年が上がるごとに本を読む割合も少なく、学校図書

館や市町村の図書館を利用しない児童生徒が増えてき

ているようなので、図書館の充実をしてほしい。 

いただいたご意見の内容は、今後の施

策立案の参考とさせていただき、引き続

き学校図書館の魅力向上に取り組んで

いきます。 
＜家庭での読書の働きかけ＞で「読書の大切さや読み

聞かせの楽しさへの理解促進を図る」とあるが、「学力

の基礎づくり・学習意欲の源」としての読書の意義につ

いて家庭の理解を深める必要を強調しておきたい。 

ご意見を踏まえ、「第３章 具体的方

策」の冒頭文を修正します。 

公立図書館は、本だけにとらわれず、利用者のニーズ

に合わせて、絵画展、映画鑑賞、音楽会、各種講演会等

様々な文化的事業を実施し、「場」としての提供を行う

べき。人が集まりやすい環境づくりが必要  

ご意見を踏まえ、修正します。 
なお、各図書館では、音読教室や映画

上映会など工夫を凝らした取組が行わ

れています。今後とも、多様で効果的な

取組が展開されるように働きかけてい

きます。 
 
（４）第３章 推進のための具体的方策について 

意見 対応方針案 
幼稚園・保育所は、公立学校と違い、本の整備・配架

等の作業をする人の確保ができていないため、環境整備

が不十分で乱雑なところが多い。専門知識を持っている

司書を派遣し、環境の整備が必要である。 

「学校等での読書活動推進」の【取組の

方向性】に「市町村図書館と連携した図

書の充実を図る」と盛り込んでいます。 
（市町村図書館との連携として図書館

司書による選書も行っているため。）  
読書離れが進む中学生・高校生であるが、最近、学力

向上への取り組みとして「朝の一斉読書」をやめてドリ

ル学習に充てるなどの動きが一部で始まってきている

のではないか。また、一斉読書の形骸化やマンネリ化も

ありはしないか。「朝の一斉読書９割の実施」の中身の

検討が必要と感じる。 

 家庭での読書の促しや将来の読書習

慣の確立にもつながる一斉読書は全県

的に継続していきます。また、一斉読書

の質については、今後の課題として検討

します。 
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学習指導要領で強調されている「各教科での言語活動

の充実」の趣旨をいかす「発達段階に応じた体系的な読

書指導」を学校全体で取り組むという方向性を打ち出し

てほしい。 

「学校等での読書活動推進」の〈校内の

推進体制の確立〉の２項目めを修正しま

す。 

司書教諭が十分に活動できている学校はまだ多くな

い。「学力向上・学習意欲向上の視点から管理職・教務

主任・研究主任などの理解促進を図る」ことをビジョン

に入れていただきたいと考える。 
＜学校図書館の資料の充実＞については、新聞の配備

についても触れていただきたい。 新聞は、学習・情報

センターとしての学校図書館に必須の資料である。 

学校図書館に整備が求められている

図書には「新聞」も含まれています。ま

た、高等学校には全ての図書館に新聞が

配備されています。今後も引き続き一層

の整備充実を働きかけていきます。 
本県では、司書教諭・学校図書館担当職員がほとんど

の学校に配置されている。これらの職員の「教育に関わ

る者」としての意識を高め、技能の向上を進めるため、

研修の機会を増やすべきである。 

ご意見を踏まえ、「子どもの読書活動

を支える人の育成」【取組の方向性】に

新たに取組を加えます。 

市町村図書館職員や学校の司書教諭、学校図書館担当

職員が、地域の住民や学校の児童生徒、教職員に働きか

けることが大切である。そのためにも研修を通じて彼ら

の力量を向上させることが必要である。 
学校全体で図書館を中心にした取組をしているとこ

ろでは、不読者はほとんどいない。読む環境づくりの鍵

を握るのは、司書教諭と学校司書である。司書教諭力を

上げる研修を組んでほしい。年２回など。図書館で体系

的な授業をして子ども達に力を付けてほしい。 

ご意見のとおり、読書の環境づくりに

大きな役割を果たしている司書教諭等

の資質向上は重要であるため、県では、

各機関でこれらの職員を対象とした専

門性の高い研修会を年数回実施してい

るほか、市町村の研修会に県立図書館職

員を講師派遣する取組も行っています。 
司書教諭が（図書館業務に係る）週５時間の勤務時間

の確保を得ているのに、学校（又は地域）や司書教諭に

よって使い方がまちまちであり、また、どのように使っ

ていいかわからない場合もあるようなので、週５時間が

他の仕事に使われないように今一度確認をしてほしい。 

ご意見の内容は、今後の施策立案の参

考とさせていただきます。 

 


